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おりますが、償却債権の回収についても注力しております。 
  しかし、平成 23 年 3 月期においては営業投資有価証券評価損 221 百万円を売上原価に計上

するなど、現在の経済状況を反映し投資環境についても非常に厳しいものとなりました。 
金融部門は取引先の財務状況や回収活動の状況等を踏まえ、回収可能性を保守的に見積もっ

た結果、貸倒引当金繰入額として 1,041 百万円を計上、さらに利息返還損失引当金 253 百万円

を繰入し営業損失は 1,631 百万円となり、これらを主因として当期純損失は 2,156 百万円とな

りました。 
このため、平成 23 年 5 月 16 日付「継続企業の前提に関する事項の注記に関するお知らせ」

で公表いたしましたとおり、当社は継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 
さらに平成 23 年７月 28 日付「有価証券報告書に関する監査意見不表明のお知らせ」で公表

いたしましたとおり、監査法人ハイビスカスより監査意見を表明しない旨が記載された監査報

告書を受領したことに伴い、証券会員制法人札幌証券取引所より監理銘柄（審査中）の指定を

受けております。また、平成 23 年 8 月 15 日付「平成 24 年 3 月期第 1 四半期連結財務諸表に

対する四半期レビュー報告書の結論不表明に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平

成 24 年 3 月期第 1 四半期レビューについても、一時会計監査人であります東京第一監査法人

からも結論を表明しない旨が記載された四半期レビュー報告書を受領しております。 
 

（2）業績の推移 連結 
（単位：百万円） 

年度 
 
区分 

第 51 期 
平成 22 年度 

第 52 期 
平成 23 年度 

実績 実績 

売 上 高 798 413

営 業 利 益  117 △1,631

経 常 利 益  64 △1,590

当期純利益 116 △2,156

※第 50 期（平成 21 年度）は単体のみの財務内容となるため、連結財務諸表を作成しておりません。 

 
2．今後の展開 
（1）事業の内容 
 ①不動産事業 
  主に商業施設サブリース及びこれに付帯するテナント管理・運営を行っておりますが、不動

産事業の多角化により収益力のアップを図ります。 
  具体的には、「戸建分譲販売」「不動産仲介業」「不動産協業（地元の不動産業者との情報交換

による不動産仕入強化）」「プレミアム不動産販売（中国人富裕層向の希少価値のある物件販売）」

を４つの柱として、人員増及び地元業者との連携により販売強化及び拡大を行ってまいり、中

期経営計画初年度であります、第 53 期（平成 24 年度）より目標達成による業績向上と黒字転

換を目指してまいります。 
  
②投融資事業（投資部門） 
日本並びに成長著しい中国への投資については、既に中国本土に投資を行っている日本企業

との連携を計画しており、従来に増して積極的に中国圏への投資を行ってまいります。 
また、中長期投資の対象としてきた既存の投資先については、企業価値・将来性を見極めつ 

 つ出口戦略の意思決定を速やかに行い、キャッシュフローの改善を図り、これにより得た投資
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資金を新たに即効性の高い投資案件に再投資するなどし、投資・回収をバランスよく進めてま

いります。 
 
③投融資事業（金融部門） 
消費者金融残高をソフトランディングで縮小し、事業計画に沿って期間中の収益を確保しつ

つ貸倒費用の圧縮及び同事業コストの改善を実践します。さらに償却債権取立強化を図る為、

経験者を平成 23 年 6 月に１名採用しております。 
 

④地域活性化事業 
  地域活性化事業は、中国人観光客を北海道に誘致するために WEB 上で展開していきます。

情報収集に WEB・口コミを重用する中国人に対して、より深い北海道情報を発信するととも 
に、中国人によるコミュニケーションの場を提供することで、中国人会員に対する課金システ

ム及び広告収入によるビジネスを構築してまいります。また、地域の商店街と連携した情報戦

略を立て、WEB を用いた新たなサービスの開発に積極的に取り組んでいきます。 
 
（2）経営体質の強化及び合理化 
 ①組織の再編（取締役数の削減） 

当社は事業構造改革を強力且つスピーディーに推進する経営体制確立のため、経営陣を刷新

し組織体制を強化する為の布陣といたしました。具体的には、平成 23 年 6 月の定時株主総会以

降、取締役５名体制から事業集中管掌体制を目指し３名体制に変更いたしました。当該施策に

より取締役会の機動的な開催を可能にし、意思決定の迅速化を図るとともに、取締役報酬の大

幅削減を行うことで、一般管理費の削減を可能な体制といたしました。 
 ②経費削減 
  各事業の収益基盤を確保するとともに、安定的な利益を確保するための費用の圧縮は重要な 

取組みと位置づけております。 
イ．人員計画 

    各事業の収益バランスから適正人員の見直しを図り、生産性を高める人員配置を実践し

ます。具体的には、地域活性化事業については、ネットビジネスに変更することから不

動産事業への配置転換を行います。さらに消費者金融の残高に減少に伴い、適宜最適人

員数について管理してまいります。 
  ロ．一般管理費 
    過去、主力事業でありました消費者金融事業の縮小により、消費者金融事業に係る一般

管理費の圧縮と恒常的な費用の削減、手数料及び保守料等細目に渡り見直しを実践しま

す。   
 ③財務戦略 
  流動性資金の運用として、各事業の資金計画に基づくポートフォリオを基に、効率的な資金 

運用と管理を徹底します。 
 
（3）経営計画の数値目標 
  ①連結 

                                   （単位：百万円） 

年度 
 
区分 

第 53 期 
平成 24 年度 

第 54 期 
平成 25 年度 

第 55 期 
平成 26 年度 

計画 計画 計画 

売 上 高 980 1,908 3,200 
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営 業 利 益  9 214 344 

経 常 利 益  90 147 344 

当期純利益 88 145 342 

子会社のインシグノパートナーズ㈱において、平成 24 年度は戸建分譲販売売

上 400 百万円、平成 25 年度は 1,000 百万円、平成 26 年度は 2,630 百万円を

計画しております。 
 

②個別 
                               （単位：百万円） 

年度 
 
区分 

第 53 期 
平成 24 年度 

第 54 期 
平成 25 年度 

第 55 期 
平成 26 年度 

計画 計画 計画 

売 上 高 310 640 340 

営 業 利 益  △170 30 5 

経 常 利 益  10 20 5 

当期純利益 9 19 7 

1） RH インシグノ本体で販売用不動産及びプレミアム不動産売上にて、平成

24 年度は 300 百万円、平成 25 年度は 600 百万円を計画しております。 
2） RH インシグノ本体で、地域活性化事業売上にて平成 25 年度は 7 百万円、

平成 26 年度は 300 百万円を計画しております。 
 

3．今後の課題 
 当社は、平成 23 年 6 月 24 日付「有価証券報告書の提出遅延に関するお知らせ」で公表いたし

ましたとおり、平成 23 年６月 22 日に「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律」

に違反する社債発行の事実が判明したことにより、他の法令違反の有無の調査及び再発防止に努

めるため、外部有識者で構成する「第三者委員会」を設置し実態調査を行いました。  
第三委員会の調査結果からも内部統制に重要な欠陥があり、今後は内部統制の強化により信頼

される財務報告を行うとともに、社内体制の強化を図ってまいります。具体的には以下の点につ

いて改善策を講じます。 
（1）部門において法務問題が生じ、顧問弁護士や監督官庁等への相談が行われた際は、内部統制

監査室においても相談内容・弁護士等の回答内容等をフォローし、ノウハウとして形式知化

する。 
（2）法令・ガイドライン等の改正に際しては、当社グループが所属する業界団体の主催するセミ 

ナー等に出席し、その内容を適時に社内に周知する。 
（3）内部統制監査室の主宰により、社内・社外の専門家を講師とする業法に係る社内勉強会を適

時に開催する。 
（4）今後、重要行為を行う場合には、監査役（当社の監査役には法律専門家も就任している。）

の意見も聞きながら、取締役会において徹底した協議を行うこと及びその前提として当該協

議に堪えうるだけの事前調査を行う期間を設ける。 
 
4．開示体制の強化 
  当社は適時開示体制について求められる一定の水準に到達し、維持継続していくことを目的
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として、適時開示業務を執行する体制を適切に整備して参ります。 
  整備の基本的考え方としては、迅速性の意識向上、開示対象となる情報の横断的収集、正確

性の確保、開示に至るまでの手続きの明確化、情報開示に関する十分な理解を掲げ、具体的に

は以下のような取組みにより改善を図ってまいります。 
 
（1）適時開示業務を執行する体制づくりについて 

  適時開示に対するチェック機能が十分でなかったことの対応策として、適時開示のタイミン

グ及び要件についての業務フローを作成し、IR 担当者だけではなく関連部署全ての役職員が理

解と互いに指摘できるよう改善いたします。さらに適時開示規則の理解を深めることを目的と

して IR 担当者及び経理担当者並びに役員（情報取扱責任者）で月１回のミーティングを開催し、

速やかに公表できる体制を構築してまいる所存であります。 
 
（2）適時開示に関する意識向上について 

  当社の部門長に対して、取引所発行の「会社情報適時開示ガイドブック」の抜粋及びディス

クロージャーについての外部の説明資料から抜粋した金融商品取引法における企業内容開示制

度の概要をもとに、コーポレート本部主催で開示規則等の研修を原則として毎月行ってまいり

ます。 
 
5．上場維持について 

 当社は、上記「2．今後の展開」に記載いたしました事業計画を推進し、業績の改善を図り、

市場からの評価を高め、上場時価総額を 3 億円以上に回復させて、今後とも札幌証券取引所上

場維持に努めたいと考えております。 
 

以上 


